
 
 

 25.7.17第 22回議会基本条例策定特別委員会  

 資料 1  

第２１回議会基本条例策定特別委員会の概要 

 

開催日時  平成２５年７月５日（金）午前１０時分から 

開催場所  ９０８会議室 

出席委員  委員長：佐藤一好 副委員長：真田広志 

委 員：村山国子 羽田房男 後藤善次 梅津政則 白川敏明 萩原太郎 

 半沢正典 西方正雄 佐久間行夫 黒沢 仁 尾形 武 宍戸一照 

 須貝昌弘 山岸 清 

欠席委員  委 員：斎藤朝興   

 

議  題 

１. 議会基本条例の内容検討について 

２．その他 

  次回開催日について 

       第２２回：平成２５年 ７月１７日（水）午前１０時から   ９０８会議室 

       第２３回：平成２５年 ７月３１日（水）午後１時３０分から ９０８会議室 

       第２４回：平成２５年 ８月２７日（火）午前１０時から   ９０８会議室 

       第２５回：平成２５年 ９月２６日（木）午前１０時から   ９０８会議室 

       第２６回：平成２５年１０月 ８日（火）午前１０時から   ９０８会議室 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

協議内容 

１．前回の検討事項の確認について 

○会派持ち帰りとした検討事項について、各会派の協議結果について、説明・質疑の後、議会

基本条例における条文案の取り扱いについて確認。 

【第１９回特別委員会の検討事項と協議の結果】 

（１）基本条例素案（第二章～第九章）について 

■取り扱い：条文案及び逐条解説の修正等の取り扱いについて、次回の特別委員会において

再度協議する。 

 

【第２１回特別委員会の検討事項と協議の結果】 

（１）政務活動費の適正な執行と公開について 

■取り扱い：議会基本条例の内容に盛り込む。 

■考え方： 

① 政務活動費は、議員の調査研究、その他の活動に資するため交付されるものであること

を認識し、適正に執行するとともに、政務活動費の交付を受けたものは、収支報告書等を

公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。 

② 政務活動費に関しては、別に福島市議会政務活動費の交付に関する条例の定めるところ

による。 

 


